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「連
合
」の
中
央
委
員
会

賃
金
改
善
を
要
求
へ

連
合
は
10
月
４
日
、
都
内

で
中
央
委
員
会
を
開
き
、
２

０
０
７
年
度
の
活
動
方
針
を

決
め
ま
し
た
。
あ
い
さ
つ
に

立
っ
た
高
木
剛
会
長
は
07
年

春
闘
に
つ
い
て
、
「
実
質
的

な
賃
金
改
善
を
は
か
る
た
め

の
原
資
を
要
求
し
て
交
渉
す

べ
き
だ
」
と
述
べ
、
賃
金
改

善
に
強
い
意
欲
を
示
し
、
ま

た
、
長
時
間
労
働
の
是
正
に

も
言
及
。
「
過
長
な
時
間
外

労
働
を
放
置
す
る
労
働
組
合

で
あ
っ
て
良
い

訳
が
な
い
」
な

ど
と
訴
え
た
と

報
道
さ
れ
て
い

ま
す
。

今
後
、
電
機

連
合
で
の
議
論

を
受
け
て
、
ル

ネ
サ
ス
労
組
と

し
て
も
「
春
闘

方
針
」
の
論
議

が
行
な
わ
れ
ま

す
。

（上
グ
ラ
フ
は
06
年

ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果

で
す
）

電
機
懇
の
春
闘

ア
ン
ケ
ー
ト
に
協
力
を

電
機
労
働
者
懇
談
会
（
電

機
懇
）
は
、
毎
年
の
春
闘
時

期
に
職
場
の
一
人
ひ
と
り
に

「
春
闘
ア
ン
ケ
ー
ト
」
を
お

願
い
を
し
て
い
ま
す
。

こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
は
、
電

機
の
職
場
で
働
い
て
い
る
皆

さ
ん
の
声
を
聞
き
、
07
春
闘

で
の
賃
上
げ
や
、
労
働
条
件

向
上
に
役
立
て
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。
ア
ン
ケ
ー

ト
結
果
は
電
機
労
働
者
懇
談

会
機
関
紙
「
Ｅ
Ｌ
Ｉ
Ｃ
」
や

号
外
、
日
立
懇
・
む
さ
し
Ｎ

ｅ
ｔ
な
ど
で
発
表
し
ま
す
。

門
頭
・
社
宅
配
布
な
ど
で

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
の
で
、

積
極
的
な
回
答
を
お
願
い
し

ま
す
。

□
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要
求
を
ア
ン
ケ
ー
ト
に

（発 行）
＊働きやすい職場をめざす

（連絡先） ルネサス武蔵の会

＊東村山市恩多町3-11-18 谷口利男

＊電話・FAX ; 042-394-0937

＊ﾒｰﾙ;hitachikon@jcom.home.ne.jp
＊要望・意見を気軽にお寄せ下さい。

07
春
闘
の
取
り
組
み
始
ま
る

▼
05
年
度
の
全
国
労
働

基
準
監
督
署
の
監
督
指

導
に
よ
る
賃
金
不
払
残

業
の
是
正
結
果
の
ま
と

め
に
よ
る
と
、
支
払
わ

れ
た
割
増
賃
金
の
総
額

は
２
３
２
億
９
５
０
０
万
円

（
支
払
額
が
百
万
円
以
上
の

企
業
を
集
計
）
。
是
正
対
象

の
企
業
数
は
１
５
２
４
社
、

労
働
者
数
は
16
万
７
９
５
８

人
だ
っ
た
。
こ
の
う
ち
１
０

０
０
万
円
以
上
を
支
払
っ
た

企
業
は
２
９
３
社
に
の
ぼ
り
、

１
企
業
で
の
最
高
支
払
額
は

22
億
９
７
０
０
万
円
（
製
造

業
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

日
本
経
団
連
の
御
手
洗
会

長
は
、
キ
ャ
ノ
ン
の
偽
装
請

負
を
告
発
さ
れ
て
”
法
律
が

悪
い
”
と
「
制
度
を
見
直
せ
」

と
居
直
っ
て
い
た
事
が
、
経

済
財
政
諮
問
会
議(

議
長
・
安

倍
晋
三
首
相
）
の
公
表
さ
れ

た
議
事
録
で
分
か
り
ま
し
た
。

企
業
の
社
会
的
責
任
が
言
わ

れ
て
い
る
状
況
下
で
の
問
題

発
言
と
の
批
判
が
出
さ
れ
て

い
ま
す
。

集積回路



厚
生
労
働
省
が
10
月
16

日
ま
と
め
た
調
査
結
果
に

よ
る
と
、
派
遣
労
働
者
を

活
用
し
て
い
る
企
業
は
全

体
で
36
・
７
％
に
、
従
業

員
が
一
千
人
以
上
の
企
業

で
は
、
64
・
４
％
が
派
遣

労
働
者
を
受
け
入
れ
て
い

る
事
が
明
ら
か
に
な
り
ま

し
た
。

98
年
12
月
時
点
の
調
査

で
は
、
20
・
３
％
か
ら
急

増
し
た
の
は
、
04
年
に
製

造
業
へ
の
派
遣
も
解
禁
さ

れ
た
の
に
原
因
が
あ
り
ま

す
。
（
厚
生
労
働
省
の
調
査

は
次
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
て

い
ま
す
）

１
、
調
査
の
目
的

こ
の
調
査
は
、
主
要
産
業
に

お
け
る
企
業
の
賃
金
制
度
、
労

働
時
間
制
度
、
労
働
費
用
、
福

祉
施
設
制
度
、
退
職
給
付
制
度

等
に
つ
い
て
総
合
的
に
調
査
し
、

我
が
国
の
民
間
企
業
に
お
け
る

労
働
条
件
の
現
状
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
実
施

し
て
い
る
。
平
成
18
年
調
査
に

お
い
て
は
、
労
働
時
間
制
度
、

賃
金
制
度
、
労
働
費
用
、
派
遣

労
働
者
関
係
費
用
、
定
年
制
等

に
つ
い
て
調
査
し
た
。

２
、
調
査
の
範
囲

及
び
対
象

日
本
標
準
産
業
分
類
に
基
づ

く
13
大
産
業

［
鉱
業
、
建
設

業
、
製
造
業
、
電
気
・
ガ
ス
・

熱
供
給
・
水
道
業
、
情
報
通
信

業
、
運
輸
業
、
卸
売
・
小
売
業
、

金
融
・
保
険
業
、
不
動
産
業
、

飲
食
店
・
宿
泊
業
、
医
療
・
福

祉
、
教
育
・
学
習
支
援
業
、
サ
ー

ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い

も
の
）
（
そ
の
他
の
生
活
関
連

サ
ー
ビ
ス
業
の
う
ち
家
事
サ
ー

ビ
ス
業
及
び
外
国
公
務
を
除
く
）
］

に
属
す
る
本
社
の
常
用
労
働
者

が
30
人
以
上
の
民
営
企
業
か
ら
、

産
業
、
企
業
規
模
別
に
一
定
の

方
法
に
よ
り
抽
出
し
た
企
業
。

３
、
調
査
事
項

企
業
の
属
性
、
労
働
時
間
制

度
に
関
す
る
事
項
、
賃
金
制
度

に
関
す
る
事
項
、
労
働
費
用
に

関
す
る
事
項
、
派
遣
労
働
者
関

係
費
用
に
関
す
る
事
項
、
定
年

制
等
に
関
す
る
事
項

４
、
調
査
の
時
期

平
成
18
年
１
月
１
日
現
在
の

状
況
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
。

た
だ
し
年
間
に
つ
い
て
は
、
平

成
17
年
１
年
間
（
又
は
平
成
16

会
計
年
度
）
の
状
況
に
つ
い
て

調
査
を
行
っ
た
。

５
、
調
査
の
方
法

調
査
票
に
つ
い
て
は
、
調
査

従
事
者
が
調
査
対
象
企
業
を
訪

問
し
配
布
及
び
記
入
依
頼
を
し

た
。
記
入
後
、
調
査
従
事
者
が

調
査
票
を
回
収
し
た
。

６
、
調
査
機
関

厚
生
労
働
省
大
臣
官
房
統
計

情
報
部-

都
道
府
県
労
働
局-

労

働
基
準
監
督
署-

統
計
調
査
員-

報
告
者７

、
調
査
対
象

調
査
対
象
数
５
、
３
４
１

有
効
回
答
数
４
、
４
１
６

有
効
回
答
率
８
２
・
７
％

□
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大企業の約８割、メンタル
ヘルスで休業の労働者が
存在／過去１年間

厚生労働省は９月２９日、2005年の労働

安全衛生基本調査の結果を発表した。過

去１年間にメンタルヘルス上の理由で休

業した労働者がいる事業所の割合は3.3

％で、1,000人以上規模では82.0％、500～

999人規模では66.3％にのぼる。

過去１年間に１カ月あたり100時間を超

す長時間労働を行った労働者がいる事業

所の割合は13.4％。このうち医師による面

接指導を受けた者がいる事業所の割合は

8.6％だった。

派
遣
者
を
導
入
し
て
い
る
企
業
、
36
％
に

偽装請負とは？

実際は労働者派遣でありな

がら請負に装う不法行為で、

製造現場に広がっています。

人材派遣であれば労働安全

衛生法にかかわる使用者責

任や、一定期間（製造業で１

年）を経た労働者に直接雇用

を申し込む義務があります。

これらを免れるために請負だ

として、法に禁じられている仕

事上の指揮命令を行なってい

ます。



三
連
続
勝
利
命
令

10
月
25
日
、
東
芝
賃
金
差

別
争
議
（
二
次
申
し
立
て
）

に
対
す
る
神
奈
川
県
労
委
命
令

が
出
ま
し
た
。
内
容
的
は
「
完

全
勝
利
命
令
」
で
し
た
。

◆
２
０
０
１
年
４
月
26
日
の
神

奈
川
県
労
委
命
令
（
一
次
）

◆
２
０
０
４
年
11
月
４
日
の
中

央
労
働
委
員
会
命
令

に
続
く
、
三
連
続
勝
利
命
令
と

な
り
ま
し
た
。

命
令
は
二
次
の
申
し
立
て
人

９
名
に
対
し
て
、
東
芝
が
申
立

人
ら
の
組
合
活
動
を
嫌
悪
し
そ

の
活
動
を
封
じ
込
め
、
弱
体
化

さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
て
行
な
っ

た
差
別
と
組
合
支
配
介
入
を
不

当
労
働
行
為
で
あ
る
と
断
罪
し
、

賃
金
・
昇
格
を
平
均
以
上
に
是

正
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
ま
す
。

但
し
、
二
名
に
つ
い
て
は
、

「
比
較
す
べ
き
対
象
者
が
特
定

で
き
な
い
」
「
出
勤
率
が
１
０

０
％
で
な
い
」
と
し
て
不
当
に

も
請
求
を
棄
却
し
ま
し
た
。
こ

れ
は
、
県
労
委
が
「
大
局
的
見

地
に
立
て
な
か
っ
た
問
題
点
」

が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

ま
す
。

今
後
、
全
体
と
し
て
不
当
労

働
行
為
と
し
て
認
定
し
た
見
地

に
立
っ
て
「
全
面
一
括
解
決
」

に
向
け
て
の
取
り
組
み
を
強
め

る
事
が
重
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

終
日
行
動
を
展
開

本
日
の
命
令
日
行
動
に
は
、

早
朝
の
駅
頭
・
門
前
宣
伝
に
続

き
、
東
芝
本
社
前
で
の
10
時
～

13
時
の
「
ロ
ン
グ
ラ
ン
宣
伝
」

に
は
、
約
９
０
名
参
加
、
地
労

委
で
の
緊
急
報
告
集
会
に
は
、

１
０
０
名
を
超
え
る
参
加
、
夜

の
報
告
集
会
に
は
、
約
１
０
０

名
の
参
加
、
と
な
り
ま
し
た
。□
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◎
子
供
に
食
事
を
与
え
ず
「
餓
死
」

ど
ん
な
事
情
が
あ
れ
許
さ
れ
な
い

拓
さ
れ
た
名
前
が
泣
い
て
る
よ

◎
学
校
内
の
「
い
じ
め
」相
次
ぐ
自

殺
悩
ん
で
い
る
内
に
防
げ
な
い
も
の
か

思
い
や
る
心
に
欠
け
て
い
る
よ

◎
携
帯
番
号
継
続
性
ス
タ
ー
ト

機
種
を
変
え
た
い
人
に
は
良
い
か
な

休
憩
室

東
芝
の
不
当
労
働
行
為
を
断
罪



労
金
は

へ
そ
く
り
口
座
？

先
日
組
合
の
書
記
局
情
報

で
、
労
金
の
「
残
高
の
お
知

ら
せ
」
等
通
知
書
の
配
布
方

法
が
「
職
場
配
布
」
か
ら

「
自
宅
郵
送
」
に
変
更
に
な

り
ま
す
と
い
う
知
ら
せ
が
届

い
た
。
「
自
宅
郵
送
に
差
し

障
り
の
あ
る
場
合
に
は
変
更

届
を
提
出
す
れ
ば
、
通
知
の

発
行
を
停
止
で
き
る
の
で
用

紙
を
出
し
て
下
さ
い
」
と
ア

ナ
ウ
ン
ス
さ
れ
る
と
、
労
金

口
座
を
へ
そ
く
り
用
に
し
て

い
る
職
場
の
亭
主
族
た
ち
は

早
速
発
行
停
止
の
申
し
込
み

を
書
い
て
い
た
。
わ
が
夫
も

労
金
は
自
分
の
小
遣
い
口
座

と
な
っ
て
い
る
た
め
、
わ
ざ

わ
ざ
東
村
山
市
役
所
ま
で
行
っ

て
い
る
の
で
「
わ
た
し
が
職

場
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
お
ろ
し
て
あ

げ
る
」
と
言
っ
て
も
「
見
ら

れ
ち
ゃ
こ
ま
る
か
ら
」
と
絶

対
頼
も
う
と
は
し
な
い
。
ど

こ
の
亭
主
も
苦
労
は
お
な
じ

よ
う
で
あ
る
。

Ｍ

憲
法
を
生
活
に

10
月
21
日
第
51
回

は
た
ら
く
女
性
の
中

央
集
会
が
蕨
市
民
会

館
で
ひ
ら
か
れ
ま
し

た
。
全
体
会
の
講
演

は
「
世
界
を
駆
け
る

特
派
員
、
９
・
11
を

体
験
し
た
記
者
が
語

る
平
和
憲
法
」
と
題

し
て
、
朝
日
新
聞
社

記
者

伊
藤
千
尋
さ

ん
。
い
ま
ま
で
世
界

65
ヵ
国
を
現
地
取
材
し
て
き

た
経
験
か
ら
、
他
国
の
ひ
と

た
ち
が
い
か
に
憲
法
を
生
活

に
い
か
し
て
い
る
か
。
日
本

と
同
じ
に
憲
法
で
軍
隊
を
持

た
な
い
と
き
め
て
い
る
国
コ

ス
タ
リ
カ
。
大
統
領
が
ア
メ

リ
カ
の
イ
ラ
ク
戦
争
支
持
を

表
明
し
た
こ
と
に
対
し
て
、

ひ
と
り
の
大
学
生
が
大
統
領

を
憲
法
違
反
で
訴
え
て
１
年

半
後
に
は
裁
判
で
勝
利
し
、

大
統
領
の
発
言
は
な
か
っ
た

こ
と
に
訂
正
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
国
で
は
小
学
校
に
上
が

る
と
す
ぐ
人
権
教
育
が
さ
れ
、

こ
れ
は
お
か
し
い
と
思
っ
た

ら
電
話
を
す
る
だ
け
で
、
日

本
の
よ
う
に
弁
護
士
を
つ
け

た
り
難
し
い
訴
状
を
書
い
た

り
し
な
く
て
も
す
ぐ
に
裁
判

は
受
け
ら
れ
る
の
で
最
年
少

は
８
歳
の
少
年
が
裁
判
を
お

こ
し
た
と
の
こ
と
。
ま
た
別

の
国
で
は
路
上
の
風
呂
敷
き

の
上
で
憲
法
が
売
ら
れ
て
お

り
、
そ
れ
を
買
っ
た
若
い
お

か
あ
さ
ん
に
訪
ね
た
と
こ
ろ
、

「
憲
法
を
知
っ
て
闘
う
た
め
」

と
答
え
た
と
い
う
。

日
本
人
は
ど
れ
だ
け
の
人

が
憲
法
を
理
解
し
て
い
る
で

あ
ろ
う
か
。
せ
っ
か
く
の
良

い
憲
法
も
棚
に
あ
げ
て
い
て

は
な
ん
に
も
な
ら
な
い
。
た

ま
に
読
み
か
え
せ
ば
、
憲
法

は
わ
た
し
た
ち
の
生
活
を
守
っ

て
く
れ
る
大
元
な
の
だ
と
気

づ
か
さ
れ
る
は
ず
。

Ｈ

（
職
場
の
様
子
は
メ
ー
ル
な
ど
で

お
寄
せ
下
さ
い
）

職
場
だ
よ
り
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絵

手

紙

で

ご

挨

拶

組合の｢ぐるみ選挙｣に

批判の声が出される

電機連合は、来年の参議院選挙にお

いて「組織内議員」としてＷ候補の再

選を期すために加盟組織に「支持カー

ドの提出」を求めています。

ルネサス労組もこの指示に基づき職

場組合員に配布し回収をしていますが、

「強制的なやり方は思想の自由に反す

る」「個人情報保護の観点からも難色」

との意見が出されています。

以前から「ぐるみ選挙」には批判の声

が強く出されていました。 （Ｔ）


